
 

いよいよ、本格的な夏に入ろうとしています。7月と言えば、子どもたちにとっては一学期が終わって楽しい夏休みに入

る喜びの時、弾けるときです。先生方にとっては、ほっと一息するのも束の間の季節であり、研修の毎日が始まります。教

会は何の月ですかと問われると、愛の月とでも言いましょうか。皆さん、日々、愛されて生きていますか？愛されることは癒

しです。愛なしに幸せはありません。愛はまさに神の喜びです。 

 

◆「情けは人の為ならず」とは？ 

これは昔からの諺ですが、最近はあまり使わない、意味

も解らないかもしれません。「他人には誰でも親切にしなさ

い」というのが一般的な意味です。が、ある人は「闇雲に

同情することはその人の為によくないことだから、情けは

禁物」と思っている人もいます。

本来、情け深い行いは、こうし

ておけば自分にも恩としてや

がて報いがある。だから、人に

情けをかけなさい。ゆくゆくは

自分の為にもなるのです。つ

まり、いわゆる因果応報の諺と

いうわけです。 

 

◆「愛は情け深い」とはパウロ

の言葉 

パウロは＜愛の賛歌(Ⅰコリ 13:４)＞の冒頭で「愛は

忍耐深く、情け深い」と書いています。言い換えると

神は「怒るに遅く慈しみ深い」(知恵 15:1)お方だとい

うことです。神さまですから人間の愚かさに対し罰す

ることもできます。でもここではあえて人間に悔い改

めの機会をお与えになる。これが神の慈しみの御業と

言いたいのです。ですから、私たちも他人に対する忍

耐の心を持ちましょう。忍耐して最後には「ゆるす」

ことのできるほどの情け心、これが求められているの

です。 

 

◆優しさの姿勢を保つこと 

情け深い人は、基本的に優しさの徳に包まれた人で

はないでしょうか。たとえば、家庭が優しさに包まれ

ていたならば、家族は皆、優しい心の人となるでしょ

う。憤りや怒り、わめきやそしりが家庭の中に渦巻く

なら、どうして情けや優しさの姿勢を保つことができ

るでしょう。優しく情けの心

持ちは、自分から出てくる良

い心です。相手をこよなく愛

し続けられるのは、この情け

深い優しい心が保たれるか

らです。自分よりもまず目の

前の相手に善を行うことに

心を使いましょう。 

 

◆ことばより行うことは恵

み 

ここで言う情け深さは、一言でいえば「愛」です。

それは単に人間的な情にほだされてするようなこと

ではありません。「愛する」という行動は、自分自身

の中で湧き上がって来る「行い」そのものです。従っ

て、他者に対する自身の勝手な思い込みや感情の揺ら

ぎ、或いは単なる衝動的かつ恣意的な思い過ごしや煩

い、胸騒ぎといった、いわゆる心情的なものではあり

ません。むしろ、しっかりした知性に基づいてかつ冷

静に他者を理解し、自身、毅然とした態度で明確な意

志と確信に満ちた他者のために善となる行動、自分を

捨てた行動なのです。 
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今月の聖人から 

７月１７日 

 

アレクシオは、４世紀の末頃、ローマの富

裕な貴族エウフレミアノの息子として生まれた。 

両親は、彼を結婚させようとしたが、アレクシオ

は神に一生を捧げようと決心してローマを去り、

メソポタミアのエデッサに移り住んだ。 その地

で、自分の名前は誰にも明かさず、物乞いをし

ながら暮らした。 教会の近くの小さな小屋に

住み、極貧の身でありながら、自分が得たもの

は自分より貧しい者に分け与えた。  

 

１７年後にアレクシオは、両親のところへ

乞食として帰って来たが名前を明かさず、与え

られた召使の仕事を身を低くして働き、自分の

ものである筈の豪華な邸宅の階段の下で寝起

きしたのであった。 

 

アレクシオがなくなったのは４１７年で、そ

の時、貧しい衣服の中から本名と経歴の記された一枚の紙が発見され、キリスト教の荘厳な葬儀が行われ

た。 時が下り、１２１６年ホノリオ３世教皇がアレクシオの遺体を発見して、ローマの聖ボニファチオ教会の

祭壇の下に安置した。 現在、この教会は聖アレクシオと聖ボニファチオの二人の聖人の名前を持ってい

る。 

 

今月の聖人から 2 

 

 

 

7月 8日  

 

  プロコピオは非常に厳しい苦行の生活を送っていたので、

同時代の教会歴史家エウゼビオは、「彼は死人のように衰えた

が、神の言葉を読んで霊魂に大きな力を与えられ、体は回復し

た」と伝えている。 彼はほとんどパンと水だけで生きて、時々一

週間の断食をすることもあった。 

 

プロコピオはエルサレムで生まれ、スキトポリスで教会のため

に働いた。 温和で謙遜であって、聖書をよく学び、シリア語に

も堪能であった。 

 

ある日、数人の仲間とともにカイザリアへの宣教に派遣されたが、その頃は、ドミチアヌス皇帝の迫害が

始まった時で、彼は斬首の刑を言い渡された。 「私たちの最初の迫害の年に、プロコピオは一番の早道

で永遠の生命に旅立った」とエウゼビオは書き残している。 



 

 

 

 

13年前に、私は初めてフリツェル神父と一緒

に中国へ行きました。 目的の一つは、上海の司

教様にお会いすることでした。 当時、司教様は

政府によって監禁されていました。 私たちはこ

の事を予想していました。 というのも、中国は人

権が守られていないことで有名になっていたから

です。 

 

つい最近、私は再び中国にいくことができま

した。 13 年の間に、中国では恐るべき変化が起

こっていました。 人々のファッションや外国製の

車（トヨタ、メルツェデス

等々）において、また、以

前は司教様にお会いした

時、警察がついてきました

し、教会は閉められていま

したが、今回私は自由に

好きな所へ行くことができ

ました。  

 

西安と北京では司教

様方とお会いし、中国の

教会について、色々お話

を伺いました。 教会の活

動は、政府の決まりに従っ

ていれば、干渉されないのだそうです。 この事

は良い印象を与えてくれますが、一方で、人権が

守られていないニュースもまだ時々あるようです。 

 

ここでまず、人権とは何でしょうか。 国連は、

1948 年に人権の内容を次の通りに決めました。 

まず、人権は全ての人間のためにあります。 ど

の国の人間にも、自由、平等、連帯、主張が認め

られるのです。 また、人権は次のことを考えさせ

ます。 ①人権は個人にあります。 ②人権は法

律に基づいています。 ③この法律は、国（政府）

を義務付けます。 ④もう一つの特徴は、歴史の

中で発生したひどい苦しみによって、人々は自分

の人権について考えるようになった、ということで

す。 結局、全ての人間の平等を認めることによ

って、人間の尊厳や自由な生活は保障されるの

です。 

 

カトリック教会は 19世

紀まで、人権に賛成する

文書を発表しませんでし

た。 しかし、産業革命に

より社会経済において多

勢の労働者が苦境に立た

された時、教皇レオ 13 世

は人権の問題に対し、教

会に注意を向けさせまし

た。 ヨハネ 23世は、1963

年に有名になった回勅

「パーチェム・イン・テリス

（地上の平和）」の中で、ロ

ーマ法王たちに、次のことを大切にするよう伝え

ています。  すなわち、社会における平等の権

利と義務は、皆において守られることにより、人間

は尊重される、ということです。 カトリック教会は

宗教や人種による差別や暴力行為を厳しく否定

しています。 

人権について 



 

朗読奉仕 掃除 班会等

7月1日 （日） 6：30と9：00 年間第13主日 村山、増田
ミサ後 教会学校

2日 （月） 6:30 朝ﾐｻ

3日 （火）
6:30 朝ﾐｻ

4日 （水） 19:00 水曜ﾐｻ

5日 （木） 6:30 朝ﾐｻ

6日 （金） 19:00 初金ﾐｻ

7日 （土） 19:00 年間第14主日のﾐｻ ⑩ ⑩掃除後教会

8日 （日） 記念日　聖ﾌﾟﾛｺﾋﾟｵ 塩貝、岩崎信
6：30と9：00 年間第14主日

ミサ後 教会学校

9日 （月） 6:30 朝ﾐｻ

10日 （火） 6:30 朝ﾐｻ

11日 （水）
19:00 水曜ﾐｻ

12日 （木） 6:30 朝ﾐｻ

13日 （金） 6:30 朝ﾐｻ

14日 （土） 19:00 年間第15主日のﾐｻ ① ①掃除後教会

15日 （日） 6：30と9：00 年間第15主日（贖い主の主日） 9時は関根神父 吉留、源元
ひまわり祭りﾊﾞｻﾞｰ

16日 （月） 6:30 朝ﾐｻ O　国民の祝日（海の日）
14:00 金銀祝記念ﾐｻ

17日 （火）
6:30 朝ﾐｻ

18日 （水） 19:00 水曜ﾐｻ

19日 （木） 6:30 朝ﾐｻ

20日 （金） 6:30 朝ﾐｻ

21日 （土） 記念日　聖ﾗｳﾚﾝﾁｵ（ﾌﾞﾘﾝﾃﾞｨｼﾞ）司祭教会博士 ②③ ②③掃除後教会
19:00 年間第16主日のﾐｻ

22日 （日） 6：30と9：00 年間第16主日 石田、岸は
ミサ後 司牧評議会
14:00 加世田教会聖堂落成式

23日 （月） 6:30 朝ﾐｻ

24日 （火） 6:30 朝ﾐｻ

25日 （水）
19:00 水曜ﾐｻ

26日 （木）
朝ﾐｻなし

27日 （金） 6:30 朝ﾐｻ

28日 （土） 19:00 年間第17主日のﾐｻ ④ ④掃除後教会

29日 （日） 6：30と9：00 年間第17主日 田代、岸
18:00 谷山夕涼み会

30日 （月） 6:30 朝ﾐｻ

31日 （火）
6:30 朝ﾐｻ

ロザリオの祈り [毎週（火）

[毎週（水）

[毎週（水）

聖書と教理-Ⅰ [毎週（木） 15：00～16：30］

聖体礼拝 [毎週（木）

聖書と教理-Ⅱ [毎週（金）  9：00～10：00］

祝日　聖ﾔｺﾌﾞ使徒

記念日　聖ﾏﾘｱの両親聖ﾖｱｷﾑと聖ｱﾝﾅ

記念日　聖ｱﾚｸｼｵ

記念日　聖ｲｸﾞﾅﾁｵ（ﾛﾖﾗ)司祭

平成30年　谷山教会7月の予定と祝日表　(7/1～7/31）　西暦2018年

日時 典礼　と　行事

祝日　聖ﾄﾏ使徒

記念日　聖ベネディクト修道院長

聖書を学ぶ勉強会　（ｴﾚﾐﾔ書） 10：00]
 4日、11日、18日、25日

レジオ・マリエ 14:00]

10：00]  3日、10日、17日、24日、31日

 5日、12日、19日、26日

13：30～14：30]
　　  12日、19日、26日
 5日の第1回はｻﾞﾋﾞｴﾙで7：00から
 6日、13日、20日、27日

ひまわり幼稚園
お泊まり保育

班会お休み班

⑤⑥⑦⑧⑨⑪

七
月
の
行
事
当
番
は
一
班

奉
納
は
掃
除
当
番



カトリック谷山教会 

平成 30年度（2018年）第 2回 司牧評議会の報告 

2018. 6.24 ミサ後開催  

【審議事項】 

1. 納涼の夕べについて・・・7月 29日（日）18：00開催 

 ・各班の提供する飲食物 

  1班・・・炊き込みご飯。 4班・・・ジュース類。 6班・・・そうめん。 7班・・・フルーツポンチ。 

  壮年会・・・ビール、ノンアルコールビール。  

  ◎決まっていない班は次回の司評議会〈7月 22日〉までに決めて信徒会長までお知らせください。 

 ・時節柄くれぐれも衛生管理に気を付けて準備をお願いします。 

【日程のお知らせ】 

7月 15日(日) 9:00 ミサは 関根神父 

9:30～ ひまわり祭 (幼稚園バザー) 

16日(月) 14:00～叙階記念ミサ、アッシャー神父と永山神父のため 於：ザビエル教会 

22日（日） 9：00 ミサ後 司牧評議会 

14：00～加世田教会、新聖堂落成式 

         26日（木）  朝ミサはありません 主任司祭カトリック幼稚園霧島大会参加のため 

         27日(金) 19:00～典礼委員会 

29日（日） 18：00～納涼の夕べ 

31日（火）～8月 7日（火） 主任司祭はインドネシア訪問のため留守になります。 

      8月 2日（木）  朝ミサはありません 

          3日 (金)  19：00～ 初金ミサは関根神父 

          5日（日）  朝ミサはありません   

9：00～主日ミサは関根神父 

            11日（土）  ザビエル上陸記念祭 9：00～10：30 於：ザビエル教会 

 

 

【報告事項】 

1エアコンの新規交換設置、ほか教会ロビーの照明の LED化等の改善について 

 ・主任司祭より・・・エアコン、ロビー照明について現在見積もり依頼中です。他、玄関の屋根、聖堂の塔の所

からの雨漏りが昨年台風の時あったので、改修が必要になります。 

2.ザビエル上陸記念祭について・・・係 當さんより 

 ・8月 11日（土、山の日）ザビエル教会にて 9：00～10：30まで行われます。 

・各教会から共同祈願 1名（岸）、案内係 1名（未定） 出す。 

・各教会、主日ミサの前にザビエルの取り次ぎを願う祈りをザビエル上陸記念祭まで行う。 

【その他】  

  .信徒会長より・・・班の編成を本格的に考えて行きたいと思います。 

    現在以下の 2案が出ています。 

1.班は今のままで、ルールを変える（掃除の時など）。 2.班そのものを変える。  

各班が平等に掃除、行事等を行えるよう、班会で話合いをお願いします。 

次回の司牧評議会で話し合います。 


